
令和７年度 東習志野小学校 PTA活動報告

月 日 行　　　　事 月 日 行　　　　事

10日（木） 入学式出席・「わかどり」写真撮影 11日（木） 執行部第5回定例会

10日（木） 学級役員選出回（1年生） 22日（月） 市内競技委員会

23日（水） 新旧会長会 26日（金） 第2回会長会

24日（木） PTA総会（書面）

12日（月） 通学路合同パトロール点検 2日（木） 第2回理事会

12日（月） 令和7年度市P連定期総会 2日（木） 執行部第6回定例会

15日（木） 執行部第1回定例会 12日（日） 習志野市民まつり手伝い

15日（木） ベルマークだより配布 16日（木） 執行部第7回定例会（執行部・卒対選出抽選会①）

15日（木） 卒対第1回会議・役員決め 21日（火） 広域列車パトロール

16日（金） 青少年センター理事会・学区会 31日（金） 市内競技委員会

21日（水） 地域委員会 1日（土） 学校運営協議会

27日（火） 青少年補導委員交付式・補連協総会、学区会 13日（木） 執行部第8回定例会（執行部・卒対選出抽選会②）

29日（木） 執行部第2回定例会 13日（木） 会計中間監査

1日（日） 運動会協力・パトロール・写真撮影 11日（木） 執行部第9回定例会（執行部・卒対選出抽選会③）

12日（木） 執行部第3回定例会 年末年始 年年始特別補導

12日（木） 青少年センター連絡会・理事会・学区会 8日（木） 執行部第10回定例会

20日（金） 学校運営協議会 12日（月） 二十歳門出式手伝い

20日（金） 補連協役員会 3日（火） 市内競技委員会

26日（木） PTA会費集金日 13日（金） 学区会

2日（水） 市内バレーボール審判講習会 25日（水） 学校運営協議会

3日（木） 第1回理事会 27日（金） 第3回会長会

3日（木） 執行部第4回定例会 5日（木） 第3回理事会

4日（金） 第1回会長会 5日（木） 執行部次期引継ぎ

8日（火） 市内競技委員会 12日（木） 執行部第11回定例会（学級理事選出抽選会）

14日（月） 「わかどり」発行、配布 17日（火） 卒業式前日準備・会計報告書作成

20日（日） 夏季特別補導 18日（水） 卒業式出席

31日（木） 学区一斉補導 19日（木） 会計監査

その他活動

毎月（4・8月除く） 学区内（夕方）パトロール

4月、9月、1月 交通指導（朝の旗振り）

4月、9月、1月 登下校のパトロール

2月 蔵書整理

9月、1月 街頭補導

7月、8月 子ども会主催ラジオ体操

随時 ベルマーク集計
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令和８年度 東習志野小学校 PTA活動計画（案）

月 日 行　　　　事 月 日 行　　　　事

９日（木） 入学式出席・「わかどり」写真撮影 未定（水） 執行部定例会

9日（木） 学級役員選出回（1年生） 未定 市内競技委員会

16日（木） PTA総会（書面） 未定 会長会

未定 新旧会長会

未定 通学路合同パトロール点検 7日（水） 第2回理事会

未定 令和7年度市P連定期総会 7日（水） 執行部定例会

未定 ベルマークだより配布 未定 広域列車パトロール

未定 卒対第1回会議・役員決め 未定 市内競技委員会

未定 青少年センター理事会・学区会

未定 地域委員会 未定 学校運営協議会

未定 青少年補導委員交付式・補連協総会、学区会 未定（水） 執行部定例会

未定（水） 執行部定例会 未定 会計中間監査

未定 運動会協力・パトロール・写真撮影 未定（水） 執行部定例会

未定 青少年センター連絡会・理事会・学区会 年末年始 年年始特別補導

未定 学校運営協議会 未定（水） 執行部定例会

未定 補連協役員会

17日（水） PTA会費集金日 未定 市内競技委員会

未定（水） 執行部定例会 未定 学区会

8日（水） 第1回理事会 未定 学校運営協議会

8日（水） 執行部定例会 未定 会長会

未定 「わかどり」発行、配布 未定（水） 執行部定例会

未定 会長会 3日（水） 第3回理事会

未定 市内競技委員会 3日（水） 執行部次期引継ぎ

未定 夏季特別補導 未定（水） 執行部定例会

未定 学区一斉補導 未定 卒業式出席

未定 会計監査

その他活動

毎月（4・8月除く） 学区内（夕方）パトロール

4月、9月、1月 交通指導（朝の旗振り）

4月、9月、1月 登下校のパトロール

2月 蔵書整理

9月、1月 街頭補導

随時 ベルマーク集計

※この活動計画は変更することがあります。
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　一家庭につき、１年に１回PTA行事に参加（例：運動会サポートボランティア、ベルマーク集計、蔵書整理）

行事係

上記役員に属さないPTA役員は、行事係として活動していただきます。
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東習志野小学校PTAは、保護者と教職員を会員（地域の方の賛助会員も可）として、学校と家庭と地域が協力して
児童教育の振興を図ることを目的に活動しております。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

① 児童の保護奨励に関する事項
② 教育環境整備に関する事項
③ 学校経営協力に関する事項
④ その他本会の目的達成に関する事項

【執行部（運営役員・補導委員・専門役員）】

①運営役員の活動
●各会議開催 　 ＰＴＡ総会、年３回開催される理事会（学校+執行部+学級理事+各委員長）の

準備・実施・議事録作成
●月に数回の定例会議 ＰＴＡ全体の活動状況の確認

ＰＴＡに関するお便りや書類の作成・印刷・配布
学校からの報告
外部団体からの報告

●対外活動 習志野市ＰＴＡ連絡協議会（以下市Ｐ連）への参加
市Ｐ連バレーボール委員会への参加
市Ｐ連研修大会に出席
市Ｐ連フリートークに出席
六校連絡協議会への参加

●学校行事のサポート 入学式・卒業式に参列、運動会・周年記念事業お手伝い
●行事係の調整 行事係の管理・調整、担当者の振り分け
●ＰＴＡ会費の管理 ＰＴＡ会費の集金・管理・出納
●学年理事長との連絡・調整 学級理事の活動状況把握、学年理事長との連絡・調整
●ベルマーク ベルマークの回収、集計、発送・ベルマークだより作成など
●広報 学校と協力し、学校行事の撮影・広報誌「わかどり」の発行

②補導委員・専門役員の活動
●補導委員 習志野市教育委員会委嘱事業

街頭パトロール・列車指導、学区会への参加、祭り時のパトロール

●地域委員長・卒業対策委員長
各委員会運営・管理、外部業者との連絡調整

地域パトロール報告会などへの参加、理事会への出席

【学年役員】
●学級理事（全学年） 学級担任と協力し、ＰＴＡ活動の連絡調整を図る

理事会に出席し、ＰＴＡ活動に関する必要事項を審議決定する
蔵書整理、登下校パトロール、運動会パトロール

●地域委員（１～３年生） 交通指導・運動会駐輪場誘導・自転車パトロールプレート作成、配布・

地域パトロール

●卒業対策委員（６年生） 卒業アルバム・記念品の集金・決定・購入、卒業式前日準備

【バレーボール部員】 【行事係】
毎週木曜日夜に練習、年数回大会に出場 その他（委員以外）の保護者には、一家庭につき年１回程度、
市Ｐ連バレーボール委員会参加 行事係としてＰＴＡ行事（ベルマーク・テトラパックのご協力、
随時部員募集しています 地域パトロールボランティアなど）の参加をお願いしています

★ＰＴＡ組織★★活動内容★

習志野市ＰＴＡ連絡協議会

東習小ＰＴＡ活動

教育の充実に資する要望

　東習志野小学校ＰＴＡ
　　　↓
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習志野市立東習志野小学校ＰＴＡ会則 

 

第１章 総則 

第１条 本会は、東習志野小学校ＰＴＡと称し、事務局を東習志野小学校内におく。 

第２条 本会は、学校と家庭及び地域が協力して、児童教育の振興を図ることを目的とする。 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。 

１． 児童の保護奨励に関する事項 

２． 教育環境整備に関する事項 

３． 学校経営協力に関する事項 

４． その他本会の目的達成に関する事項 

第４条 本会は、教育を本旨とする民主的団体として活動するものとする。 

第５条 本会は、自主独立のものであって他のいかなる個人又は団体などの支持、統制、干渉も受けてはならない。 

 

第２章 会員 

第６条 本会の会員は次の通りとする。 

１．正会員 児童の保護者及び教職員 

２．賛助会員 本校の学区内に居住し、理事会で推薦された者 

 

第３章 機関 

第７条 本会は事業を行うために、次の機関をおく。 

１．総会  ２．理事会 ３．執行部会 ４．委員会 

第８条 総会は、本会の最高議決機関であって、全会員をもって構成し、定例総会及び臨時総会の２つとする。 

定例総会は、通常学年始めに開催し次の事項を行う。 

１． 前年度の事業及び会計の報告並びに承認に関すること。 

２． 新年度の事業及び予算の審議に関すること。 

３． その他必要事項の報告ないし審議に関すること。 

４． 会則の改正に関すること。 

５． 役員の選出に関すること。 

臨時総会は、理事会で必要と認めたとき、または会員の５分の１の連署による要請があったときに開催するも

のとし、所要事項の報告または審議に関することを行う。 

第９条 総会、理事会は、会長が招集し、会長が議長を指名する。 

第１０条 理事会は、会長・副会長・会計・書記・ベルマーク・広報・補導委員・各専門委員会委員長及び理事で構成し、

所要事項を審議決定する。 

第１１条 会議を招集する場合は、会議の招集者は、それぞれの会議の日時・場所・審議事項を文書をもって関係者に配

布、回覧、またはその他適宜の方法により事前に関係者に通知するものとする。 

第１２条 各会議における議決は、出席者の過半数をもってする。 
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ただし、会則の改正は、出席者の３分の２以上の賛成を得なければならない。 

第１３条 執行部及び委員会については、別に細則で定める。 

 

第４章 役員 

第１４条 本会に次の役員をおく。 

１．会長 １名       ２．副会長 若干名       ３．会計 若干名 

４．書記 若干名      ５．ベルマーク 若干名     ６．広報 若干名 

７．オブザーバー 若干名  ８．補導 ２名         ９．専門委員会委員長 若干名 

１０．理事 若干名     １１．監査 ２名 

 

第１５条 役員の選出は、別に定める規定により行うものとする。 

第１６条 役員の任期は、選出された年の定例総会から次の定例総会までとし、再任は妨げない。 

補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 

第１７条 役員の任務は、次の号によるものとする。 

１． 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

２． 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代行する。 

３． 会計は、本会の会計及び付帯業務を行う。 

４． 書記は、本会の活動に関する記録及び書類の管理などの事務処理を行う。 

５． 専門委員会委員長は、必要に応じて委員会を開催し、それを統括する。 

６． 理事は学級担任と協力し、ＰＴＡ活動の連絡調整を図る。 

７． 監査は、毎年１回以上の会計監査を行い、総会で会計監査報告を行う。 

８． オブザーバーは、会長・副会長を補佐し、円滑な運営や活動を目指す助言を行う。 

 

第５章 会計 

第１８条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもって充てる。 

第１９条 本会の会費は、正会員である会員の一世帯につき月額２５０円とする。 

第２０条 本会の会計年度は、４月１日に始まり３月３１日に終わる。 

第２１条 本会の財産目録及び収支決算書は、毎年１回定例総会で報告し、その承諾を得なければならない。 

第２２条 正会員は、いつでも会計の内容の呈示を要求し、会計簿を閲覧することができる。 

 

付則 

 この会則は、令和２年４月２７日から施行する。 

平成１０年 ４月１８日 一部改正 

平成２０年 ４月１７日 一部改正 

平成３０年 ４月２３日 一部改正 

令和２年  ４月２７日 一部改正 

令和７年  ３月 ６日 一部改正 
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習志野市立東習志野小学校ＰＴＡ細則 

 

１． 執行部 

（１） 執行部は、会長・副会長・会計・書記・ベルマーク・広報・オブザーバー・補導委員・各専門委員会委員長を

もって構成する。 

（２） 執行部は、ＰＴＡの庶務及び会計事務を担当する。 

（３） 執行部は、業務の円滑を図るために専任の事務局員をおくことができる。 

（４） 前年度執行部役員は、必要に応じて新年度執行部役員をサポートする。また、業務の運営を円滑に進めるため

前年度執行部役員よりオブザーバーを２名以上複数名選出する。オブザーバーは適宜会議などへ出席し前年度

からの申送り事項など運営に関する助言を行い新年度執行部役員を積極的に補助する。オブザーバーの任命は

前年度執行部役員の互選によるものとする。 

（５） ＰＴＡ活動を行うにあたり発生する費用（通信費・交通費）を交通通信費として執行部役員に支給する。 

 

２． 理事会 

（１） 理事会は執行部・理事をもって構成する。 

（２） 議題、細則及び諸規定の改正は、理事会において出席者の過半数の賛成により、可決・改正することができる。 

（３） 理事会は細則及び諸規定を改正した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。 

 

ただし、 

執行部から提案された議題、細則及び諸規定の改正については、執行部を除いた出席者の過半数の賛成により、可

決・改正されるものとする。 

 

３． 専門委員会 

（１） 専門委員会としては、次の各委員会をおく。 

１．地域委員会  ２．卒業対策委員会   

（２） 各専門委員会は、総会及び理事会の決定に基づいて次の事業を行い、必要に応じて委員会を開催する。 

① 地域委員会は、学区内における児童の交通安全に関することや児童の生活に関することについて相談及び指

導する。 

② 卒業対策委員会は、卒業アルバム・卒業記念品の集金・決定・購入、卒業式前日準備などを行う。 

（３） 各専門委員会は、各学級より選出された委員によって構成される。各専門委員会の委員は、互選により副委員

長及び記録係を選出する。卒業対策委員会の委員は、６年生学級理事が兼任する。 

（４） 会長は、必要に応じて執行委員会を開催し、相互の連絡・調整を図る。その構成は、執行部・校長・教頭・各

学年理事長とする。学年理事長は各理事の互選により選出するものとする。 

（５） 各専門委員会は、必要に応じて顧問をおくことができる。顧問は理事会の審議を経て会長が委嘱する。 

（６） その他必要に応じ、理事会の決議によって臨時委員会をおくことができる。臨時委員会の構成員は理事会の承

認を必要とする。 
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４． 学級会 

（１） 学級会は各クラスの保護者と担任によって構成される。 

（２） 理事と各専門委員は、学級会で活動報告し、また（１）の構成員と協力し学級の諸問題にあたり、学級ＰＴＡ

の円滑な運営を図る。 

 

付則 

 この細則は、令和７年１０月２日から施行する。 

昭和６３年 ４月 １日 一部改正 

平成２０年 ２月２５日 一部改正 

平成２６年 ９月２２日 一部改正 

平成３０年 １月１７日 一部改正 

平成３１年 ３月 ５日 一部改正 

令和元年 １０月１０日 一部改正 

令和４年 １０月 ５日 一部改正 

令和７年 １０月 ２日 一部改正 

平成３０年 ３月 ７日 一部改正 
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習志野市立東習志野小学校ＰＴＡ役員選出規定 

 

１． 目的 

役員の選出を円滑に行うことを目的とする。 

 

２． 選出方法 

（１） 会長 

会長は、全会員の中から会長選考委員会において選出するものとする。 

会長選考委員会は、校長・ＰＴＡ執行部をもって構成し、副会長が委員長となる。 

（２） 執行部 

会長以外の執行部運営役員・専門役員・補導委員は、全会員の中から下記の方法により選出するものとする。 

① 副会長及び書記の各１名は教職員とし、その選出は校長に委嘱するものとする。 

② 執行部運営役員（①以外）は、新１年・新６年生を除き学年ごとに 5 名選出するものとする。 

③ 地域委員長は、新２年・新３年生の中から１名選出するものとする。 

④ 補導委員（１年目）は、新４年・新５年生の中から１名選出するものとする。 

⑤ 卒業対策委員長は、新６年生の中から１名選出するものとする。 

（３） 理事 

理事は、各学級の全会員の互選により選出するものとする。 

（４） 監査 

監査は、正会員で執行部経験者から互選により選出するものとする。監査は他の役員と兼任できない。 

 

ただし、 

執行部（運営役員・専門役員・補導委員）の立候補においては、上記の限りではない。 

また、新１年生については、本校の在校生または卒業生がいる保護者に限り立候補可能とする。 

 

３． 選出辞退の可・不可 

（１） 会長・オブザーバー・補導委員・後援会役員（執行部経験者）・監査経験者は、次年度以降の執行部・学年理

事長・学級理事・専門委員に選出された場合には永久に辞退することができる。 

（２） 執行部運営役員・専門役員・５０周年記念事業実行委員経験者は、次年度以降の執行部に選出された場合には、

担当した学年の児童に限り、その児童が卒業するまで辞退することができる。 

（３） 執行部運営役員・専門役員・５０周年記念事業実行委員経験者は、次年度以降の学年理事長に選出された場合

には永久に辞退することができる。 

（４） 執行部運営役員・専門役員経験者は、次年度以降の学級理事・専門委員に選出された場合には、担当した学年

の児童に限り、その児童が卒業するまで辞退することができる。 

なお、兄弟姉妹（就学児から未就学児）の代に関しては、辞退不可。 

ただし２巡目が回ってきた場合に限り、辞退することができる。 

（５） ５０周年記念事業実行委員経験者は、次年度以降の学級理事・専門委員に選出された場合には、担当した学年
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の児童に限り、その児童が卒業するまで辞退することができる。 

（６） 学年理事長経験者は、次年度以降の執行部（運営役員・専門役員・補導委員）に選出された場合には１年間辞

退することができる。また、次年度以降の学年理事長・学級理事・専門委員に選出された場合には、担当し

た学年の児童に限り、その児童が卒業するまで同役職を辞退することができる。 

なお兄弟姉妹（就学児から未就学児）の代に関しては、辞退不可。 

（７） 後援会役員（一般公募）は、執行部・学年理事長・学級理事・専門委員に選出された場合には、在籍中に限り

辞退することができる。 

バレーボール部員は、同部在籍中且つ活動中に限り、同役職を辞退することができる。 

ただし、出席日数が足りない場合には、この限りではない。 

（８） 学級理事・地域委員経験者は、次年度以降同役職に選出された場合には、担当した学年の児童に限り、その児

童が卒業するまで辞退することができる。 

なお兄弟姉妹（就学児から未就学児）の代に関しては、辞退不可。 

 

ただし、 

① 本規定は、理事会の議を経て改正することができる。 

② 特別な事情でどうしても活動に参加できないことを申請し、ＰＴＡ会長が認めた場合は執行部を辞退すること

ができる。 

③ 各専門委員会委員長や５０周年記念事業実行委員などの役員活動と、執行部の両活動を経験した場合には、執

行部を２年間活動したとみなし次年度以降の執行部・学年理事長・学級理事・専門委員に選出された場合には

永久に辞退することができる。 

 

付則 

 この規定は、令和６年３月５日から施行する。 

平成１３年 ４月１９日 一部改正 

平成２０年 ４月１７日 一部改正 

平成２０年 ７月 ３日 一部改正 

平成２１年１１月２７日 一部改正 

平成２３年 １月２６日 一部改正 

平成２３年１１月３０日 一部改正 

平成２６年１１月１７日 一部改正 

平成２８年１０月 ５日 一部改正 

平成２９年１０月 ４日 一部改正 

平成３０年 ３月 ７日 一部改正 

平成３１年 １月１５日 一部改正 

令和元年 １０月１０日 一部改正 

令和５年  ３月 １日 一部改正 

令和６年  ３月 ５日 一部改正

平成２７年 ３月 ９日 一部改正 

平成２７年１１月１８日 一部改正 
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習志野市立東習志野小学校ＰＴＡ厚生費規定 

 

１． 目的 

会員が信頼と友情をもって会員相互の親睦を図ることを目的とする。 

 

２． 会計 

本厚生費の経費は、ＰＴＡ会費より捻出する。 

 

３． 事業 

（１） 慶祝 

① 教職員の結婚・出産の場合、ＰＴＡの名をもって５，０００円をおくる。 

② 教職員が特別な栄誉を受けた場合、及び海外渡航（公務）の際は、その都度理事会の承認を得ておくる。 

（２） 弔慰及び見舞 

① 会員死亡（父母及びこれに代わる保護者）の場合は、ＰＴＡの名をもって１０，０００円をおくる。 

（教職員の場合は、理事会に図る。） 

② 児童死亡の場合は、前項①に準ずるが、さらに通夜に１０，０００円程度の供物をおくる。 

③ 児童、教職員が病気の為に長期療養７日以上の入院、またはこれに準ずると認めた場合には、３，０００円

をおくる。 

④ 会員及び教職員が災害を受けた場合、火災による全焼及びそれに類する場合は、１０，０００円をおくる。

その他の場合は、若干の見舞金をおくる。 

⑤ その他の災害の場合は、理事会の承認を得ておくる。 

（３） 教職員転出、及び退職の場合は、PTAの名をもって記念品を贈る。 

（４） ＰＴＡ団体保険に加入するものとする。 

（５） 上記以外の場合で本会の目的に適合する特別な場合には、理事会の承認を得ておくることができる。 

なお、緊急の場合には、会長に一任し事後、理事会の承認を受ける。 

 

付則 

 １．本会よりおくる慶弔・見舞に対しては、一切の謝儀は受け付けない。 

２．本規定を変更する場合は、ＰＴＡ理事会の承認を得る。 

３．本規定以外に児童に関する慶弔・見舞に対し、該当のクラスで有志から一定の金額を徴収し、おくるか否かは、理

事の常識ある判断に任せる。（判断に迷った場合は、執行部と相談のうえ決定する。） 

４．この規定は、令和元年１０月１０日から施行する。 

平成１２年 ４月１５日 一部改正 

平成１７年 ２月２３日 一部改正 

平成１９年１１月 ５日 一部改正 

令和元年 １０月１０日 一部改正 

 

 

 


